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電技解釈改正にともなうチャデモ充電器と対地電圧の解釈について 

 
チャデモ協議会事務局 

 

 
（要旨） 

 電気設備に関する技術基準を定める解釈の一部改正（平成２４年６月２９日） 

 第１９９条２に車両との充電設備との間の電路の対地電圧規定 

 非接地式電路は 450V 以下 

 

 
（チャデモ協議会の見解） 

 充電開始前の印可電圧(500V)は試験のための電圧であり、同条項が要求する使用電圧

とは異なる目的 

 絶縁試験は試験としての安全基準を満足している 

 車両への充電電圧はバッテリー電圧で定まる 

 バッテリー電圧は 450V 以下（国内自動車業界）なので通常使用において対地電圧 450V

を超えることはない。 

 

 
（チャデモ協議会としての今後の対応） 

 国内正会員への見解書送付 

 国内向け充電器の出力電圧範囲を 450V 迄と仕様化（日本の特殊事情、ソフトウェアに

よるリミットによる対応など） 

 絶縁試験電圧は 450V 迄となるよう推進 

 バスや特殊車両は除く 
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「電気設備の技術基準の解釈の一部改正について」（抜粋）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「電気設備の技術基準の解釈」（抜粋）  

 


